
１．騒音・振動 意見番号１－２見解 別添資料 

【別添資料１】（１） 

騒音・振動に関する主要な環境保全対策について 

表－１ 敷地境界、民家ともに基準を守れる環境保全対策 

№1 №2 №3 

発破 
騒音 

④薬量を99kg以下（75kg）に
制限

⑤発破不使用区域の設定
(採取区域境界から50ｍ)

③防音壁等又は残壁3.5mの設
置(採取区域と残地森林の
境界)

④ベンチ高2m以上の残壁を残
しながら発破作業

③④⑤の全ての対策を実施

⑥薬量を 99kg 以下（75kg）に
制限

①防音壁等 2.5m(敷地境界)

①⑥の全ての対策を実施

⑦薬量を99kg以下（75kg）に制
限

⑧発破不使用区域の設定
(採取区域境界から50ｍ)

②防音壁等2m(敷地境界)
⑦ベンチ高 2m 以上の残壁を残

しながら発破作業

②⑦⑧の全ての対策を実施

発破 
振動 

④薬量を 99kg以下（75kg）に
制限

⑤発破不使用区域の設定
(採取区域境界から50ｍ)

④⑤の全ての対策を実施

無対策

⑦薬量を 99kg 以下（75kg）に
制限

⑧発破不使用区域の設定
(採取区域境界から50ｍ)

⑦⑧の全ての対策を実施

採取 
機械 
騒音 

③防音壁等又は残壁3.5mの設
置(採取区域と残地森林の
境界)

⑤発破不使用区域はクローラ
ードリル不使用

③⑤の全ての対策を実施

①防音壁等 2.5m(敷地境界) ②防音壁等2m(敷地境界)
⑧発破不使用区域はクローラ
ードリル不使用

②⑧の全ての対策を実施 

施設 
騒音 

無対策 
①防音壁等2.5m(敷地境界) ②防音壁等2m(敷地境界)

備考 

防音壁等又は残壁高さは全て
3.5mに統一 

防音壁等高さは全て2.5mに統
一 

防音壁等高さは全て2mに統一 

注 1）①～⑧の番号は対策実施の予定順序。 
注２）発破不使用区域は、採取区域と残地森林の境界から 50mの範囲。 

注３）太字は速やかに実施する対策、それ以外は、民家位置に採石作業（発破、機械採取）が近づいた際に実施する

      対策。 

表－２ 民家のみ基準を守れる環境保全対策（参考） 

№1 №2 №3 

発破 
騒音 

無対策 無対策 無対策

発破 
振動 

④薬量を99kg以下（75kg）に
制限

無対策
⑦薬量を99kg以下（75kg）に制

限

採取 
機械 
騒音 

③防音壁等又は残壁3.5mの設
置(採取区域と残地森林の
境界)

無対策 無対策

施設 
騒音 

無対策 無対策 無対策

備考 

防音壁等又は残壁高さは敷地
境界に合わせ、全て3.5mに統
一 
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【別添資料１】（２） 

 
騒音事後調査実施時期等について 

 

事業実施中に敷地境界付近に採掘位置が近づく時期に、当該敷地境界において実施するモニ

タリング調査の時期及び地点については、下表のとおりを予定しています。 

なお、採取機械の騒音については、その対策は発破騒音の対策と重複することから、発破騒

音の対策を講じれば、採取機械の騒音対策は対応可能であるため、追加のモニタリング調査は

必要ありません。 

基本的には、対策が完了した箇所から順次、調査対象から除きます。 

 

表－３ 発破騒音モニタリング 

調査 
項目 

時期・頻度 調査地点 備考 

発破 
騒音 

H29.3～H34.2 1 回／5年 No.1、No.2、No.3 
・H29.3～H34.2 の採掘区域で
No.1地点に近づく時期 

H34.3～H39.2 

初めの 1 年間：1回／年 No.1、No.2、No.3 
・No.2、No.3は参考まで実施す

る 

残る 4年間：1回／年 No.1 
・No.1のすべての対策を講じた

場合には残る年度は実施し
ない 

H39.3～H44.2 

初めの 1 年間：1回／年 No.2、No.3 
・No.1は対策済みのため実施し

ない 

残る 4年間：1回／年 No.2 
・No.2のすべての対策を講じた

場合には残る年度は実施し
ない 

H44.3～H49.2 1 回／5年 No.1 

・No.1に近い箇所にも採掘エリ
アが分かれてあるため念の
ため実施 

・H44.3～H49.2 の採掘区域で
No.1地点に近づく時期 

H44.3～H49.2 1 回／5年 No.3 

・No.1 及び No.2 は対策済みの
ため実施しない 

・H44.3～H49.2 の採掘区域で
No.3地点に近づく時期 

H49.3～H54.2 1 回／年 No.3 

・No.3のすべての対策を講じた
場合には残る年度は実施し
ない 

H54.3～H59.2 1 回／5年 No.1 

・No.1に近い箇所で再び採掘す
るため念のため実施 

・H54.3～H59.2 の採掘区域で
No.1地点に近づく時期 
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事後調査工程計画
H29年2月まで既認可区域で採取→ 採掘終了（対象事業の終了）→

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

発破騒音調査

各地点（敷地境界）に採掘時期
が近づく時期に実施する。
　調査回数　計18回
　ただし、対策が完了した箇所か
ら順次調査対象から除く。

機械騒音調査
●
No.
1

No.1地点（民家位置）に最も採掘
位置が近づく時期に実施する。
　調査回数　計1回

施設騒音調査

●
移
設
前

施設の移設前と移設後に実施す
る。
　調査回数　計2回

振動 発破振動調査
●
No.
1

●
No.
1

●
No.
1

●
No.
1

●
No.
3

●
No.
1

当該範囲に係る5年間の年次ご
とに最低1回は測定する。
調査回数　No.1地点5回程度、
No.3地点1回程度の計6回程度

動物
サシバのモニタリ
ング調査

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　2年毎に1回（6月頃）の調査を
営巣が確認される限り、継続し
て調査を実施する。

重要な植物のモ
ニタリング調査

第
1
回
移
植
↓
半
年
後
●

1
年
後
●

2
年
後
●

3
年
後
●
↓
第
2
回
移
植
↓
半
年
後
●

1
年
後
●

2
年
後
●

3
年
後
●

　移植の約半年後、1年後、2年
後、3年後の計4回を基本とす
る。
　リスク分散のための移植の段
階的実施、対象種の確認適期が
異なることなどから、移植の具体
的な回数は別に設定する。

●
半
年
後

●
1
年
後

●
3
年
後

●
5
年
後

●
半
年
後

●
1
年
後

●
3
年
後

●
5
年
後

●
半
年
後

●
1
年
後

●
3
年
後

●
5
年
後

時期・頻度
年（平成）

騒音

植物

緑化後のモニタリ
ング調査

　施工の約半年後、1年後、3年
後、5年後の計4回
　緑化は、概ね3回に分けて実施
予定であり、それぞれの緑化に
対して、約半年後、1年後、3年
後、5年後の計4回実施すること
から、のべ回数は12回となる。

西側法面の施工→ 

南東側法面の施工→ 

平坦部他の施工→ 

移設後（１回） 

No.1、2、3 
(1回/5年) 

№
1
・

2
・

3
 

№
1
 

№
1
 

№
1
 

№
1
 

№
2
・

3
 

№
2
 

№
2
 

№
2
 

№
2
 

No.1，3 
(各々の地点 
 1回/5年) 

№
3
 

№
3
 

№
3
 

№
3
 

№
3
 

No.1 
(1回/5年) 
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【別添資料１】（４） 

図 発破騒音モニタリング位置 

No.1 地点（民家付近） 

No.3 地点（民家付近） 

No.2 地点（民家付近） 

① 3p×1 回／5 年 

民家に最も近づく発破位置 

民家に最も近づく発破位置 

距離 50m 

距離 50m 

距離 50m 
距離 50m 

：発破不使用区域（採取区域境界から 50m） 

② 3p×1 回／年 
→1p×1 回／年 

③ 2p×1 回／年 
→1p×1 回／年 

⑤ 1p×1 回／5 年 

⑥ 1p×1 回／年 

④ 1p×1 回／5 年 

⑦ 1p×1 回／5 年 
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